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１ 「労災かくし」とは？

２ 労働者死傷病報告の提出

労 災
発 生

②労働者死傷病報告に虚偽の内容を記載し、
提出するもの

①労働者死傷病報告を故意に提出しないもの

労 災
かくし

死 亡

休業４日以上

休業１～３日

労働者死傷病報告
（ 様 式 第 2 3 号 ）

災害発生後遅滞なく

労働者死傷病報告
（ 様 式 第 2 4 号 ）

１～３月発生→４月末まで
４～６月発生→７月末まで
７～９月発生→10月末まで
10～12月発生→翌年１月末日まで

※労働安全衛生法第１００条 労働安全衛生規則第９７条

１ 事業者は、労働者が労働災害、その他就業中又は、事業場内若しくはその付属建設物

内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は、休業したときは、遅滞なく、様式

第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

２ 前項の場合において、休業の日数が４日に満たないときは、事業者は、同項の規定にか

かわらず、１月から３月まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び10月から12月ま

での期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間におけ

る最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働者死傷病報告様式（第２３号）は、ＱＲコードにより厚生労働省
のホームページからダウンロード出来ます。
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